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幼保推進課

　・当初提案分（議案第91号、議案第92号及び議案第93号）は、関係省庁等から令和４年12月までに公布された省令による改正。

　・追加提案分（議案第114号及び第115号）は、内閣府・文部科学省・厚生労働省の命令等（令和５年２月３日公布）による改正。

凡例：セル黄色は追加提案で改正するもの

セル水色は当初提案で改正するもの
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自動車を運行する場合
の児童の所在の確認

他の社会福祉施設を併
せて設置するときの設
備及び職員の特例

虐待行為の禁止
懲戒に係る権限の濫用
の禁止

業務継続計画の策定
職員の員数の算定の特
例

①

秋田県認定こども園の認定の
要件に関する条例
（当初分：議案第91号）
（追加分：議案第114号）

第８条
（施設類型毎に関係す
る法令等又は条例の規
定を準用）

第７条 規定なし
（施設類型毎に関係す
る法令等又は条例の規
定を準用）

附則第９項

②
秋田県保育所の設備及び運営
に関する基準を定める条例
（当初分：議案第92号）

第３条の３ 第６条 第８条
第９条
（削除）

第９条の２ 附則第２項

③

秋田県幼保連携型認定こども
園の学級の編制、職員、設備
及び運営に関する基準を定め
る条例
（当初分：議案第93号）
（追加分：議案第115号）

（学校保健安全法施行
規則の規定を準用）

第６条
第11条

第13条
第14条
（削除）

第14条 附則第８項

当初提案条例案及び追加提案条例案の改正内容整理表

No.

　　　　　主な改正内容

　改正する条例　　　　　　
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秋田県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例案について
幼保推進課

１ 改正理由
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に

基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に
より、認定こども園の認定に係る教育及び保育に係る要件を定める等の必要がある。

２ 改正内容
（１）認定こども園が行う教育・保育の要件に、職員が、当該認定こども園を利用する子どもに対し、児童福祉

法第３３条の１０各号に掲げる行為（※）その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしないことを加
える。（第７条関係）

※ 児童福祉法第３３条の１０各号…暴行、わいせつな行為、ネグレクト、暴言、拒絶的な対応、
心理的外傷を与える言動 等

（２）職員の員数の算定に当たっては、当分の間、１人に限り、勤務する保健師、看護師又は准看護師をもって、
保育士の登録を受けた者に代えることができることとする。（附則第９項関係）

（３）その他所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日
令和５年４月１日

※ 本条例が適用となる認定こども園
・幼稚園型……認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な

機能を備えて認定こども園としての機能を果たす施設
・保育所型……認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機

能を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設
・地方裁量型…幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として

必要な機能を果たす施設
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秋
田
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
教
育
及
び
保
育
等
）

（
教
育
及
び
保
育
等
）

第
七
条

認
定
こ
ど
も
園
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
教
育
及
び
保
育

第
七
条

認
定
こ
ど
も
園
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
教
育
及
び
保
育

を
行
う
と
と
も
に
、
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
へ
の
円
滑
な
接
続
に
向
け
、

を
行
う
と
と
も
に
、
小
学
校
等
に
お
け
る
教
育
へ
の
円
滑
な
接
続
に
向
け
、

当
該
教
育
と
の
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
教
育
と
の
連
携
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

職
員
が
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
を
利
用
す
る
子
ど
も
に
対
し
、
児
童
福

祉
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
当
該
子
ど
も
の
心
身

に
有
害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

２
・
３

略

２
・
３

略

附

則

附

則

１
～
４

略

１
～
４

略

（
職
員
に
係
る
特
例
）

（
職
員
に
係
る
特
例
）

５

子
ど
も
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
及
び
そ
の
他
の
子
ど
も
が
少
数
で
あ

５

子
ど
も
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
及
び
そ
の
他
の
子
ど
も
が
少
数
で
あ

る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

る
時
間
帯
に
お
い
て
、
第
三
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の
人
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の

な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の
人
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の

間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の

間
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の

う
ち
一
人
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
附
則
第
三
項
の
規
定

う
ち
一
人
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
（
附
則
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
又
は
保
育
士
の
資
格

（
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
に
規
定
す
る
資
格
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者

（
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
六
に
規
定
す
る
資
格
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者

と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
（
附
則
第
八
項
及
び
第
十

と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
（
附
則
第
八
項
及
び
第
九

項
に
お
い
て
「
知
事
が
認
め
る
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
に
お
い
て
「
知
事
が
認
め
る
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

６

第
四
条
第
二
項
第
一
号
又
は
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
条
第
二
項
第
二
号
（
同
号
中
「
者
」
を
「
者
又
は
登
録
を
受
け
た

用
す
る
同
条
第
二
項
第
二
号
（
同
号
中
「
者
」
を
「
者
又
は
登
録
を
受
け
た

者
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
次
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
幼
稚
園
型
認

者
（
当
該
認
定
こ
ど
も
園
が
次
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
幼
稚
園
型
認

定
こ
ど
も
園
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
で

定
こ
ど
も
園
又
は
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
裁
量
型
認
定
こ
ど
も
園
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
を
有
し
、
か
つ
、
登
録

を
受
け
た
者
又
は
登
録
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
部
分
に
限
る
。
）
の

を
受
け
た
者
又
は
登
録
を
受
け
た
者
」
と
読
み
替
え
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
り
教
育
保
育
従
事
職
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
登
録
を
受
け
た
者

規
定
に
よ
り
教
育
保
育
従
事
職
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
登
録
を
受
け
た
者

は
、
当
分
の
間
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
小
学
校
の
教

は
、
当
分
の
間
、
幼
稚
園
の
教
員
の
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
小
学
校
の
教

諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
認
定
こ
ど

諭
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
（
現
に
当
該
認
定
こ
ど

も
園
に
お
い
て
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
従
事

も
園
に
お
い
て
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
従
事

し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
十
項
に
お
い
て
「
小
学
校
教
諭
等

し
て
い
る
者
を
除
く
。
次
項
及
び
附
則
第
九
項
に
お
い
て
「
小
学
校
教
諭
等

免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
・
８

略

７
・
８

略

９

第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
教
育
保
育
従
事
職
員
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
登
録
を
受
け
た
者
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
認
定

こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未
満
の
子
ど
も
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
認
定
こ

ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
保
健
師

等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認

定
こ
ど
も
園
の
登
録
を
受
け
た
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

９

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

10
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の

て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ

下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の
人
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な

ば
な
ら
な
い
教
育
保
育
従
事
職
員
の
人
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。

い
。

略

略

略

略

略

略

附
則
第
九
項

第
四
条
第
二
項
第
一
号
の

保
健
師
等

規
定
に
よ
り
教
育
保
育
従

事
職
員
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
登
録
を
受
け
た
者
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秋田県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を
定める条例の 一部を改正する条例案について

幼保推進課

１ 改正理由
幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令の施行によ

り、幼保連携型認定こども園の職員、設備及び運営に関する基準について所要の規定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容
（１）園児の保育に直接従事する職員について、保育に支障がないときは、他の社会福祉施設の職員に兼ねるこ

とができることとする。（第６条関係）
（２）乳児室等について、保育に支障がないときは、他の社会福祉施設の設備に兼ねることができることとす

る。（第１１条関係）
（３）幼保連携型認定こども園は、業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならないこととする。（第１４条関係）
（４）職員の員数の算定に当たっては、当分の間、１人に限り、勤務する保健師、看護師又は准看護師をもっ

て、保育教諭等に代えることができることとする。（附則第８項関係）
（５）その他所要の規定の整備を行う。

３ 施行期日
令和５年４月１日

※ 幼保連携型認定こども園…幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として､
認定こども園としての機能を果たす施設
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秋
田
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の

第
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
学
級
ご
と
に
担
当
す
る
専
任
の

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
又
は
保
育
教
諭
（
以
下

「
保
育
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

「
保
育
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
教
諭
等
は
、
専
任
の
副
園
長
若

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
教
諭
等
は
、
専
任
の
副
園
長
若

し
く
は
教
頭
が
兼
ね
、
又
は
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
数

し
く
は
教
頭
が
兼
ね
、
又
は
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
数

の
三
分
の
一
の
範
囲
内
で
、
専
任
の
助
保
育
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
っ
て

の
三
分
の
一
の
範
囲
内
で
、
専
任
の
助
保
育
教
諭
若
し
く
は
講
師
を
も
っ
て

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
職
員
（
副
園
長
若
し
く
は
教
頭
（
い

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
職
員
（
副
園
長
若
し
く
は
教
頭
（
い

ず
れ
も
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四

ず
れ
も
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
（
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う

年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
い
う

。
附
則
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福

。
附
則
第
六
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
、
か
つ
、
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の

登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育

登
録
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育

教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三

教
諭
、
助
保
育
教
諭
又
は
講
師
で
あ
っ
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三

歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育
。
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同

歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
育

じ
。
）
に
直
接
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、

附
則
第
五
項
か
ら

）
に
直
接
従
事
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
項
か
ら

第
八
項
ま
で
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と

第
八
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
員
数
の
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

３
・
４

略

３
・
４

略

（
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
場
合
の
特
例
）

（
他
の
学
校
又
は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
を
兼
ね
る
場
合
の
特
例
）

第
六
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る

第
六
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
一
部
を
他
の
学
校
又

場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
の
一
部
を
他
の
学
校
又

は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
園
児
の
保

育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
園
児
の
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ

て
、
そ
の
行
う
保
育
に
支
障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
場
合
の
特
例
）

（
他
の
学
校
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
を
兼
ね
る
場
合
の
特
例
）

第
十
一
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ

第
十
一
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
そ
の
運
営
上
必
要
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
の
一
部
を
他
の
学
校

る
場
合
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
の
一
部
を
他
の
学
校

、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
社
会
福
祉
施
設
等
の
設
備
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
室

等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
乳
児
室
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
他

の
社
会
福
祉
施
設
の
設
備
に
兼
ね
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
う
保
育
に
支

障
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
四
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
感
染
症
又
は
非
常
災
害
の
発
生

第
十
四
条

削
除

時
に
お
い
て
、
園
児
の
教
育
及
び
保
育
を
継
続
的
に
実
施
し
、
並
び
に
非
常

時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従

い
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
職
員
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い

て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を

行
い
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

附

則

附

則

１
～
４

略

１
～
４

略

５

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯

５

園
児
の
登
園
又
は
降
園
の
時
間
帯
そ
の
他
の
園
児
が
少
数
で
あ
る
時
間
帯
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に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な

に
お
い
て
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
本
文
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
職
員
の
員
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
項
（
各
号

ら
な
い
職
員
の
員
数
が
一
人
と
な
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
同
項
（
各
号

列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規

列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
知
事
が
保
育
教

定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
う
ち
一
人
は
、
知
事
が
保
育
教

諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
（
附
則
第
七
項
及
び
第

諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
（
附
則
第
七
項
及
び
第

十
項
に
お
い
て
「
知
事
が
認
め
る
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

八
項
に
お
い
て
「
知
事
が
認
め
る
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

６

職
員
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を

６

職
員
は
、
当
分
の
間
、
小
学
校
の
教
諭
又
は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を

有
す
る
者
（
現
に
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
主
幹
養
護
教

有
す
る
者
（
現
に
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
主
幹
養
護
教

諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
附

諭
又
は
養
護
教
諭
と
し
て
従
事
し
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
附

則
第
十
項
に
お
い
て
「
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も

則
第
八
項
に
お
い
て
「
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
」
と
い
う
。
）
を
も

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等

っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
小
学
校
教
諭
等

免
許
状
所
持
者
は
、
補
助
者
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ

免
許
状
所
持
者
は
、
補
助
者
（
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
九
項
に
お
い
て
同
じ

ば
な
ら
な
い
者
以
外
の
者
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ

。
）
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し

。
）
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
。

て
は
な
ら
な
い
。

７

略

７

略

８

職
員
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
項
か
ら
附
則

第
十
項
ま
で
に
お
い
て
「
保
健
師
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未
満
の
園
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
保
健
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
保
健
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当

た
っ
て
、
職
員
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
健
師
等
は
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を

除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

附
則
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持

８

前
二
項

の
規
定
に
よ
り
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持

10
者
、
知
事
が
認
め
る
者
又
は
保
健
師
等
を
も
っ
て
職
員
に
代
え
る
場
合
に
お

者
又
は
知
事
が
認
め
る
者

を
も
っ
て
職
員
に
代
え
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
、
知
事
が
認
め
る
者
及
び
保

い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者
及
び
知
事
が
認
め
る
者

健
師
等
の
総
数
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

の
総
数
は
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
職
員
の
員
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
職
員
の
員
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
に
係
る
特
例
）

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
に
係
る
特
例
）

略

９

略

11
～

略

～

略

12

14

10

12
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